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■
申
込
場
所　

各
児
童
セ
ン
タ
ー

※
入
会
に
は
、
条
件
が
あ
り
ま
す

　

の
で
、
入
会
案
内
を
熟
読
さ
れ

　

た
上
で
、
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
定
員
を
超
え
る
申
込
み
が
あ
っ

　

た
場
合
は
、
ご
希
望
に
添
え
な

　

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課 

子
育
て
支
援
担
当

　
　
　
（
内
線
１
７
４
・
１
７
５
）

　

市
で
は
、
仕
事
な
ど
で
保
護
者

が
昼
間
家
庭
に
い
な
い
小
学
生
を

対
象
に
、
授
業
の
終
了
後
や
長
期

休
暇
等
に
遊
び
や
生
活
の
場
を
提

供
し
、
児
童
の
健
全
な
育
成
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
市
内
４

つ
の
児
童
セ
ン
タ
ー
で
、
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
を
開
設
し
て
い
ま

す
。
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
入

会
・
利
用
を
希
望
す
る
児
童
を
募

集
し
ま
す
。

■
対
象
児
童　

保
護
者
の
就
業
・

　

疾
病
・
看
護
等
に
よ
り
、
昼
間

　

留
守
家
庭
と
な
る
小
学
生

■
開
設
時
間

☆
月
～
金
曜
日

　

12
時
～
19
時

☆
土
曜
日
・
学
校
長
期
休
業
期
間

　

７
時
30
分
～
19
時

※
土
曜
日
は
事
前
登
録
制
で
、
韮

　

崎
児
童
セ
ン
タ
ー
で
の
合
同
開

　

催
に
な
り
ま
す
。

■
申
込
書
類
配
布
開
始
日

　

11
月
１
日
（
水
）
か
ら
、
各
児

　

童
セ
ン
タ
ー
で
配
布
し
ま
す
。

■
申
込
期
間　

11
月
13
日
（
月
）

　

～
11
月
30
日
（
木
）

※
月
～
金
曜
日
の
10
時
～
18
時

放課後児童クラブ員を募集・保育園名称決定

■年間利用（月額会員）
※放課後留守家庭の小学生

再
編
第
２
保
育
園
、
韮
崎
西
保
育
園

民
営
化
後
の
名
称
決
定

■ 1日利用（月額会員以外）
※放課後帰宅せず直接来館する・授業のない日に昼食を持参する場合

区　分 単位 第 1 子 第 2 子
授業のある日の利用

（放課後の利用） 日額 300 円 200 円

授業のない日の利用
（土曜日、夏休み等） 日額 600 円 300 円

延長利用（18 時 30 分以降）
の利用料 1 回 100 円 100 円

○第 1子、第 2子の数え方
　同一世帯で同じクラブをきょうだいで利用する場合、年少
　の児童から順番に数えます。第 3 子以降は無料です。

○利用料の免除
　「生活保護世帯」、「ひとり親世帯・障がい者または障がい児
　のいる世帯で、市民税が非課税の世帯」は無料です。

■市内の児童クラブ・子ども教室一覧
児童クラブ名 住所・電話番号 定員

韮崎児童クラブ
（第 1・第 2）

本町 2 丁目 1 番 7 号
韮崎児童センター内
22-7687

100 名

北東児童クラブ
（第 1・第 2）

藤井町駒井 2248 番地 1
北東児童センター内
23-5550

100 名

北西児童クラブ
清哲町青木 1078 番地 1
北西児童センター内
22-1775

50 名

甘利児童クラブ
（第 1・第 2）

大草町上條東割 788 番地
甘利児童センター内
23-1535

100 名

穂坂小学校
放課後子ども教室

穂坂町宮久保 6121 番地
23-7761

※穂坂小学校放課後子ども教室の利用については教育課 学
　校教育担当（内線 265）までお問い合わせください。

　
子
ど
も
た
ち
に
豊
か
な
放
課
後
を

平
成
30
年
度

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
員
を
募
集

　

平
成
24
年
に
策
定
し
た
市
立
保

育
園
再
編
整
備
計
画
に
基
づ
き
、

整
備
を
進
め
て
い
ま
す
再
編
第
２

保
育
園
は
、
藤
井
公
民
館
と
の
複

合
施
設
と
し
て
、
現
在
、
藤
井
保

育
園
の
隣
接
地
に
建
設
し
て
い
ま

す
。

　

当
初
、
開
園
（
館
）
は
、
平
成

30
年
４
月
を
予
定
し
て
い
ま
し
た

が
、
建
設
費
の
主
要
な
財
源
と
し

て
予
定
し
て
い
た
林
野
庁
の
交
付

金
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

交
付
金
獲
得
の
た
め
の
工
事
な
ど

を
中
止
す
る
設
計
や
工
期
の
見
直

し
を
行
い
、
平
成
30
年
秋
に
変
更

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
第
２
園
の
名
称
は
、
公

募
で
最
も
多
く
、
第
１
園
の
「
す

ず
ら
ん
保
育
園
」
と
同
様
に
花
の

名
前
で
あ
る「
た
ん
ぽ
ぽ
保
育
園
」

と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
現
在
進
め
て
い
る
韮
崎

西
保
育
園
の
民
営
化
は
、
移
管
先

事
業
者
に
決
定
し
て
い
る
社
会
福

祉
法
人
す
み
れ
福
祉
会
、
保
護
者
、

市
と
の
三
者
協
議
会
や
保
護
者
説

明
会
の
開
催
、
共
同
保
育
の
実
施

な
ど
に
よ
り
、
平
成
30
年
４
月
の

移
管
に
向
け
た
引
き
継
ぎ
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
民
営
化
後
の
名
称
は
、

移
管
先
事
業
者
が
、
甲
府
市
で
運

営
し
て
い
る
保
育
園
が
す
み
れ
を

使
用
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
本

市
出
身
の
「
小
林
一
三
氏
」
の
生

誕
地
が
同
じ
本
町
一
丁
目
地
内
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
宝
塚
に
関
連
す

る
「
す
み
れ
韮
崎
保
育
園
」
に
決

定
し
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
韮
崎
西
保
育
園
の
民

営
化
後
の
検
証
結
果
を
踏
ま
え
、

韮
崎
東
保
育
園
の
民
営
化
を
進
め

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課 

子
育
て
支
援
担
当

　
　
　
（
内
線
１
７
３
・
１
７
４
）

区　分 単位 第 1 子 第 2 子

基本料金 月額 2,500 円 1,300 円

長期休業
期間利用
料の加算

夏季休業日の期間 1 期間 3,000 円 1,500 円

冬季休業日の期間 1 期間 1,000 円 500 円

学年末休業日及び学校始
休業の期間 1 期間 1,000 円 500 円

延長利用（18 時 30 分以降）の利用料 1 回 100 円 100 円


